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○二酸化炭素総排出量のうち、約５割が都市活動に由来。都市は、人・モノ・エネルギーが集中する場。

 その在り方はCO2排出量に影響するため、カーボンニュートラルに対する都市行政の取組・貢献は大きい。

○特に民生部門（業務・家庭部門）は、都心の拠点に排出量が集中。

○都市活動由来のCO2排出量を大きく削減するためには、拠点地区の対策を推進することがポイント。

立地適正化計画に基づき拠点地区等に都市機能を集約するコンパクトシティ政策とも親和性

増加傾向 ↑ 2014年から減少 ↓

温室効果ガス排出量の年度別推移

排出量
[百万トンCO2換算]

10億7,100万トン
前年度比
2013年度比

△4.0％
△23.2％

温室効果ガス排出量の内訳（2023年度）

環境省 国立環境研究所（日本の温室効果ガス排出量データ確報値1990～2023年度）より国土交通省作成 2

我が国における温室効果ガスの状況

https://www.nies.go.jp/gio/archive/ghgdata/ua88o20000099sd3-att/L5-7gas_2025_gioweb_1.0.xlsx


温室効果ガス

2013年度

2023年度
2030年度

削減目標・目安

2023年時点

排出量・吸収量 達成状況

（単位：億t-CO2）
実績

削減率 （削減率比）

（2013比）

合計 1,395 1,017 ▲27% ▲46% 59%

エネルギー起源CO2 1,235 922 ▲25% ▲45% 56%

部
門
別

産業 463 340 ▲27% ▲38% 71%

業務その他 235 165 ▲30% ▲51% 59%

家庭 209 147 ▲30% ▲66% 45%

運輸 224 190 ▲15% ▲35% 43%

エネルギー転換 104 79.6 ▲23% ▲47% 49%

非エネルギー起源CO2、メタン、N2Ｏ 131 112 ▲15% ▲14% 107%

HFC等４ガス（フロン類） 28.9 37 28% ▲44% -64%

吸収源 － -53.7 － － －

○ 「2050年カーボンニュートラル」宣言、2030年度46％削減目標（全体）としており、都市活動が関係する民生部門（業務・家庭
部門）は、全体より高い削減率が必要となっている。

○ また、2023年度時点の達成状況においては、都市活動が関係する民生部門及び運輸部門は、産業部門の71％と比して低い達成
状況となっており、今後、都市活動に由来するCO2削減に向けて取組を積極的に推進する必要がある。

○ 都市活動に関わる部門は、多岐にわたるため、建物等の個別の取組に加え、面的な広がりを持った取組が有効。

3環境省 2023年度における地球温暖化対策計画の進捗状況（概要）より国土交通省作成

都市におけるＣＯ２排出量削減の状況

https://www.env.go.jp/council/content/i_05/000330790.pdf


Ⅲ.主要事項の様式

地球的・国家的規模の課題である①気候変動への緩和策・適応策（CO2排出削減、暑熱対策等）や②生物多様性の確保
（生物の生息・生育環境の確保等）、人々のライフスタイルの変化を受けた③Well-beingの向上（健康の増進、良好な子育て環境
等）の社会的要請に対応するため、環境に優しい都市構造への変革、都市におけるエネルギーの面的利用の推進、都市緑地の多様な
機能の発揮を図る取組を進めるほか、猛暑の中でも安全・快適に暮らせる都市環境づくりを推進する。

エネルギー密度の高い市街地において、再エネ

化等の取組を集中的に支援するなど、エネル

ギーの面的利用やZEBレベルの省エネ水準の建

築物整備を推進し、エネルギー利用を効率化

街区・建築物単位での取組

施策の概要

都市公園の整備を含むグリーンインフラの社会

実装、緑地の保全や緑化の推進、金融等の

関係者との連携を通じた民間事業者等による

緑地確保の後押しを進め、CO2吸収、生物の

生息・生育空間の確保、健康増進等を推進

緑とオープンスペースの確保

コンパクト・プラス・ネットワークや都市機能の

集約による公共交通の利用促進等により、

徒歩・自転車や公共交通の分担率の向上を図

り、CO2排出量の削減等を推進

都市構造や移動手段の変革

公共交通網の整備

居心地が良く
歩きたくなる空間の創出

コンパクト・プラス・ネットワーク

緑化の推進

まちなかでのグリーンインフラの社会実装、

クールスポットの創出に係る先進的な取組等の支援

を進め、ヒートアイランド対策を推進

猛暑の中でも安全・快適に暮らせる都市環境

官民連携による公園の整備

水景設備等による涼環境の形成

TSUNAG認定

緑の整備による快適な滞留空間の創出室外機の緑化による排熱対策

まちづくりGX



○医療・福祉・商業等の生活
サービスの維持が困難に

○公共交通ネットワークの縮小・
サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞、企業の撤退

○中心市街地の衰退、
低未利用地や空き店舗の増加

○社会保障費の増加

○インフラの老朽化への対応

■ 厳しい財政状況

都市が抱える課題
コンパクトシティ

生活サービス機能と居住を集
約・誘導し、人口を集積

まちづくりと連携した公共交通
ネットワークの再構築

＋
ネットワーク

中心拠点や生活拠点が
利便性の高い公共交通で結ばれた
多極ネットワーク型コンパクトシティ

○ 人口減少・高齢者の増加

○ 拡散した市街地

都市を取り巻く状況

○ 都市のコンパクト化は、縮退均衡を目指すものではなく、居住や都市機能の集積による「密度の経済」の発揮を通じて、
・ 生活サービス機能維持や住民の健康増進など、生活利便性の維持・向上
・ サービス産業の生産性向上による地域経済の活性化（地域の消費・投資の好循環の実現）
・ 行政サービスの効率化等による行政コストの削減
などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策手段。

コンパクトシティ化による効果の例

⚫ 生活サービス機能の維持・アクセス確保などの利用環
境の向上

⚫ 高齢者の外出機会の増加、住民の健康増進

高齢者や子育て世代が安心・快適に生
活・活躍できる都市環境

生活利便性の維持・向上等

⚫ サービス産業の生産性向上、投資誘発

⚫ 外出機会・滞在時間の増加による消費拡大

地域内での消費・投資の好循環の実現

地域経済の活性化

⚫ 行政サービス、インフラの維持管理の効率化

⚫ 地価の維持・固定資産税収の確保

⚫ 健康増進による社会保障費の抑制

財政面でも持続可能な都市経営

行政コストの削減等

⚫ エネルギーの効率的利用
⚫ ＣＯ２排出量の削減

低炭素型の都市構造の実現

地球環境への負荷の低減

5

コンパクト・プラス・ネットワークのねらい



◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、
届出、市町村による働きかけ

○ 都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、居住機能や医療・福祉・商業
等の都市機能の誘導と、それと連携して、公共交通の改善と地域の輸送資源の総動員による持続可能な移動手段の確保・充実を推
進。

○ 必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。

立地適正化計画 （市町村が作成）
【改正都市再生特別措置法】（平成26年8月1日施行）

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について
届出、市町村による働きかけ

〇誘導したい機能の区域内での休廃止について
届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用

◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

Ｚ

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

立地適正化計画

連携

好循環を実現

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

地域公共交通
計画

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

地域公共交通計画 （市町村・都道府県が作成）

【改正地域公共交通活性化再生法】
（公布：令和2年6月3日、施行：令和2年11月27日）

①地域公共交通利便増進実施計画

ダイヤ・運賃等の調
整による公共交通
サービスの改善

②地域旅客運送サービス継続実施計画

従来の公共交
通機関に加え、
地域の輸送資
源の総動員によ
る移動手段の維
持・確保

○路線バス等の維持が困難な
場合に、地方公共団体が、
関係者と協議の上、公募に
より代替する輸送サービス
（コミュニティバス、デマンド交通、
タクシー、自家用有償旅客運送、福

祉輸送等）を導入

○路線等の見直し
○等間隔運行、定額制乗り放
題運賃等のサービスを促進 等

◆まちづくりとの連携
◆地方公共団体が中心となった地域公交通
ネットワークの形成の促進

6

コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度



1 北海道 斜里町◎ 山田町◎ 最上町 つくばみらい市 川口市 成田市◎ 新潟市 小浜市 大垣市◎ 半田市 近江八幡市◎ 東大阪市◎ 海南市 尾道市 宇和島市◎ 鞍手町◎ 臼杵市◎

2 札幌市 遠軽町 一戸町 真室川町◎ 小美玉市 行田市◎ 佐倉市◎ 長岡市◎ 大野市◎ 多治見市◎ 春日井市◎ 草津市◎ 泉南市 橋本市 福山市 八幡浜市 筑前町 津久見市◎

3 函館市◎ 大空町 宮城県 高畠町◎ 茨城町◎ 秩父市◎ 東金市 三条市 勝山市◎ 関市◎ 豊川市 守山市 四條畷市 有田市 府中市 新居浜市◎ 広川町 竹田市◎

4 小樽市 白老町◎ 仙台市◎ 川西町◎ 大洗町 所沢市◎ 習志野市◎ 柏崎市◎ 鯖江市 中津川市 津島市◎ 栗東市 交野市 田辺市 三次市◎ 西条市 川崎町 豊後高田市

5 旭川市◎ 厚真町◎ 石巻市◎ 白鷹町◎ 城里町 飯能市 柏市◎ 新発田市◎ あわら市 瑞浪市 碧南市 甲賀市 大阪狭山市◎ 新宮市 庄原市◎ 大洲市 みやこ町 杵築市

6 室蘭市◎ 安平町◎ 塩竈市 福島県 東海村 本庄市◎ 市原市◎ 小千谷市 越前市◎ 羽島市 刈谷市◎ 野洲市◎ 阪南市 高野町 大竹市◎ 伊予市◎ 吉富町 宇佐市◎

7 釧路市◎ むかわ町◎ 気仙沼市 福島市◎ 大子町◎ 東松山市◎ 流山市 加茂市 坂井市◎ 恵那市 豊田市◎ 湖南市◎ 島本町◎ 湯浅町◎ 東広島市◎ 四国中央市◎ 佐賀県 豊後大野市◎

8 帯広市 日高町 白石市◎ 会津若松市◎ 阿見町 春日部市◎ 我孫子市 十日町市◎ 越前町 美濃加茂市 安城市◎ 東近江市 忠岡町◎ 有田川町 廿日市市 西予市 佐賀市◎ 由布市◎

9 北見市◎ 浦河町 角田市 郡山市◎ 河内町 狭山市 君津市◎ 見附市◎ 美浜町 土岐市 西尾市◎ 竜王町 熊取町◎ 鳥取県 安芸高田市◎ 東温市◎ 唐津市◎ 国東市◎

10 夕張市◎ 新ひだか町 登米市◎ いわき市 境町 羽生市◎ 袖ケ浦市 村上市 高浜町 各務原市◎ 蒲郡市◎ 愛荘町◎ 田尻町 鳥取市 江田島市 久万高原町◎ 鳥栖市 日出町

11 岩見沢市◎ 新得町◎ 栗原市◎ 白河市◎ 栃木県 鴻巣市◎ 匝瑳市 燕市◎ 山梨県 瑞穂市 犬山市◎ 京都府 兵庫県 米子市◎ 府中町◎ 松前町 伊万里市 玖珠町

12 網走市◎ 芽室町 大崎市 須賀川市◎ 宇都宮市◎ 深谷市 酒々井町◎ 糸魚川市 甲府市 本巣市 常滑市 京都市 神戸市 倉吉市 海田町◎ 内子町 武雄市◎ 宮崎県

13 留萌市 大樹町 富谷市◎ 喜多方市◎ 足利市◎ 草加市◎ 栄町◎ 妙高市 都留市 下呂市 江南市◎ 福知山市◎ 姫路市◎ 境港市 熊野町◎ 鬼北町 鹿島市 宮崎市◎

14 苫小牧市◎ 広尾町 大河原町 相馬市 栃木市◎ 蕨市◎ 東庄町 五泉市 山梨市 笠松町 小牧市◎ 舞鶴市◎ 尼崎市◎ 若桜町 坂町 高知県 小城市 都城市

15 稚内市◎ 池田町 柴田町◎ 二本松市◎ 佐野市◎ 戸田市◎ 芝山町 上越市◎ 大月市◎ 養老町 稲沢市 綾部市◎ 明石市◎ 智頭町 北広島町 高知市◎ 嬉野市 延岡市◎

16 美唄市 厚岸町 川崎町 田村市◎ 鹿沼市◎ 入間市 一宮町 阿賀野市◎ 甲斐市◎ 垂井町 新城市◎ 宇治市◎ 西宮市 八頭町 世羅町 安芸市 神埼市 日南市

17 芦別市◎ 弟子屈町◎ 丸森町 本宮市 日光市 朝霞市◎ 長生村◎ 魚沼市◎ 笛吹市 関ケ原町 東海市◎ 宮津市 洲本市◎ 湯梨浜町 山口県 南国市◎ 基山町◎ 小林市

18 江別市◎ 白糠町 亘理町 国見町 小山市◎ 志木市 白子町 南魚沼市◎ 上野原市 輪之内町 大府市◎ 亀岡市 芦屋市 琴浦町 下関市 土佐市◎ 上峰町 日向市◎

19 紋別市 青森県 山元町 大玉村◎ 真岡市◎ 和光市◎ 東京都 胎内市 甲州市◎ 安八町 知多市◎ 城陽市 加古川市◎ 北栄町 宇部市 須崎市◎ みやき町 串間市◎

20 士別市 青森市◎ 利府町 鏡石町 大田原市 新座市 八王子市 田上町 西桂町 大野町 知立市◎ 向日市 西脇市 島根県 山口市 四万十市 有田町 西都市◎

21 名寄市 弘前市 大郷町 猪苗代町 矢板市◎ 桶川市 三鷹市◎ 湯沢町 長野県 静岡県 尾張旭市◎ 長岡京市◎ 宝塚市◎ 松江市◎ 萩市 香南市 長崎県 えびの市

22 三笠市◎ 八戸市◎ 美里町 会津坂下町 那須塩原市◎ 久喜市 調布市◎ 富山県 長野市◎ 静岡市◎ 豊明市 八幡市 三木市◎ 浜田市 防府市 いの町◎ 長崎市◎ 三股町

23 根室市◎ 黒石市 女川町◎ 泉崎村 さくら市◎ 北本市 町田市 富山市◎ 松本市 浜松市 日進市 京田辺市 高砂市 出雲市 下松市◎ 越知町 佐世保市◎ 国富町

24 千歳市◎ 五所川原市 秋田県 矢吹町 那須烏山市 八潮市 日野市 高岡市 上田市◎ 沼津市◎ 田原市◎ 京丹後市 南あわじ市 益田市◎ 岩国市◎ 福岡県 島原市 綾町◎

25 滝川市◎ 十和田市 秋田市 石川町 下野市◎ 蓮田市◎ 福生市◎ 魚津市 岡谷市 熱海市 北名古屋市◎ 南丹市 朝来市◎ 大田市◎ 光市◎ 北九州市◎ 諫早市 新富町

26 歌志内市◎ 三沢市 能代市◎ 小野町 益子町◎ 坂戸市◎ 狛江市◎ 氷見市◎ 飯田市 三島市◎ 弥富市◎ 木津川市 たつの市 安来市 柳井市◎ 大牟田市◎ 大村市◎ 川南町◎

27 深川市 むつ市◎ 横手市◎ 茨城県 茂木町 幸手市◎ 東大和市 滑川市 諏訪市 伊東市◎ 長久手市◎ 井手町 播磨町 江津市 美祢市◎ 久留米市◎ 松浦市 都農町◎

28 富良野市◎ つがる市 大館市 水戸市◎ 市貝町 鶴ヶ島市 武蔵村山市◎ 黒部市◎ 須坂市◎ 島田市◎ 東郷町 精華町 福崎町 雲南市◎ 周南市◎ 直方市◎ 対馬市◎ 門川町

29 登別市◎ 平川市 湯沢市◎ 日立市◎ 芳賀町 日高市 多摩市 砺波市 小諸市◎ 富士市◎ 蟹江町 大阪府 太子町 奥出雲町◎ 山陽小野田市 飯塚市◎ 雲仙市 高千穂町◎

30 恵庭市 鰺ヶ沢町 由利本荘市◎ 土浦市◎ 那須町 ふじみ野市◎ 羽村市 小矢部市 伊那市◎ 磐田市 東浦町◎ 堺市◎ 奈良県 川本町◎ 徳島県 田川市 南島原市◎ 鹿児島県

31 北広島市◎ 田舎館村◎ 大仙市 古河市 群馬県 白岡市◎ 西東京市◎ 射水市◎ 駒ヶ根市◎ 焼津市◎ 三重県 岸和田市◎ 奈良市◎ 津和野町 徳島市◎ 柳川市 長与町 鹿児島市◎

32 石狩市 板柳町 北秋田市 石岡市◎ 前橋市◎ 三芳町◎ 瑞穂町◎ 立山町◎ 中野市◎ 掛川市◎ 津市 豊中市◎ 大和高田市 隠岐の島町◎ 鳴門市◎ 八女市◎ 時津町 鹿屋市◎

33 北斗市 野辺地町◎ 仙北市 結城市◎ 高崎市◎ 毛呂山町 神奈川県 入善町 大町市◎ 藤枝市◎ 四日市市 池田市 大和郡山市◎ 岡山県 小松島市◎ 筑後市 波佐見町 枕崎市

34 当別町 七戸町◎ 小坂町 龍ケ崎市 桐生市 越生町 横浜市 朝日町◎ 飯山市◎ 袋井市 伊勢市◎ 吹田市◎ 天理市 岡山市 阿南市 大川市 新上五島町 出水市

35 福島町 おいらせ町◎ 五城目町 下妻市 伊勢崎市 嵐山町◎ 川崎市◎ 石川県 茅野市 下田市◎ 松阪市 泉大津市◎ 橿原市 倉敷市◎ 吉野川市◎ 行橋市 熊本県 指宿市◎

36 七飯町◎ 三戸町 山形県 常総市◎ 太田市◎ 小川町 相模原市 金沢市◎ 塩尻市◎ 裾野市◎ 桑名市 高槻市◎ 桜井市 津山市 美馬市 中間市 熊本市◎ 西之表市◎

37 八雲町 五戸町◎ 山形市◎ 常陸太田市 沼田市 鳩山町◎ 横須賀市◎ 七尾市 佐久市◎ 湖西市 鈴鹿市 貝塚市◎ 五條市 玉野市 三好市◎ 小郡市◎ 八代市 薩摩川内市◎

38 長万部町◎ 階上町 米沢市 高萩市◎ 館林市 横瀬町 平塚市◎ 小松市 千曲市◎ 伊豆市◎ 名張市◎ 守口市◎ 御所市◎ 笠岡市◎ 美波町◎ 春日市◎ 人吉市◎ 日置市

39 江差町◎ 岩手県 鶴岡市 北茨城市 渋川市◎ 小鹿野町 鎌倉市◎ 輪島市◎ 東御市 御前崎市 尾鷲市 枚方市◎ 香芝市◎ 総社市 香川県 大野城市 荒尾市 曽於市

40 せたな町 盛岡市◎ 酒田市 笠間市 藤岡市 美里町 藤沢市◎ 加賀市◎ 安曇野市◎ 菊川市 亀山市 茨木市◎ 葛城市◎ 高梁市◎ 高松市 宗像市 水俣市 霧島市◎

41 倶知安町 宮古市◎ 新庄市◎ 取手市 富岡市 神川町◎ 小田原市◎ 羽咋市◎ 御代田町◎ 伊豆の国市◎ 鳥羽市 八尾市◎ 宇陀市 新見市◎ 丸亀市◎ 太宰府市 玉名市◎ いちき串木野市

42 岩内町 花巻市◎ 寒河江市 牛久市◎ 安中市 上里町◎ 逗子市◎ かほく市 下諏訪町◎ 牧之原市 熊野市 泉佐野市 平群町 備前市◎ 坂出市◎ 古賀市 山鹿市 南さつま市◎

43 古平町 北上市◎ 上山市◎ つくば市◎ みどり市 寄居町◎ 三浦市◎ 白山市 富士見町 函南町◎ 志摩市 富田林市◎ 斑鳩町 赤磐市◎ 善通寺市 宮若市 菊池市 志布志市

44 余市町◎ 久慈市 村山市 ひたちなか市◎ 吉岡町 宮代町◎ 秦野市 能美市 飯島町 清水町◎ 伊賀市◎ 寝屋川市◎ 安堵町 真庭市 観音寺市 朝倉市◎ 宇城市◎ 奄美市

45 南幌町◎ 一関市 長井市◎ 鹿嶋市 甘楽町 杉戸町◎ 厚木市◎ 野々市市◎ 中川村 長泉町◎ 東員町 河内長野市◎ 川西町◎ 浅口市 さぬき市◎ 那珂川市◎ 大津町 姶良市

46 長沼町 陸前高田市 天童市◎ 守谷市 明和町 松伏町◎ 大和市 津幡町 松川町 吉田町 朝日町 大東市◎ 三宅町 早島町 東かがわ市 宇美町 菊陽町 屋久島町

47 栗山町◎ 二戸市◎ 東根市 常陸大宮市 千代田町 千葉県 伊勢原市◎ 内灘町 高森町 森町 多気町 和泉市 田原本町◎ 矢掛町◎ 三豊市◎ 須恵町 御船町 徳之島町◎

48 鷹栖町 八幡平市 尾花沢市◎ 那珂市◎ 大泉町 千葉市◎ 海老名市◎ 志賀町 木曽町 愛知県 明和町 箕面市 上牧町 鏡野町 土庄町◎ 新宮町◎ 益城町◎ 沖縄県

49 東神楽町 奥州市◎ 南陽市◎ 坂東市◎ 邑楽町 銚子市◎ 南足柄市◎ 穴水町 白馬村 名古屋市◎ 玉城町 羽曳野市 王寺町 広島県 三木町 芦屋町 大分県 那覇市

50 美瑛町 雫石町◎ 中山町 かすみがうら市 埼玉県 館山市 松田町◎ 能登町 坂城町◎ 豊橋市◎ 滋賀県 門真市◎ 広陵町◎ 広島市 多度津町◎ 水巻町 大分市◎ 石垣市◎

51 美深町 岩手町 河北町 神栖市◎ さいたま市 木更津市◎ 開成町 福井県 飯綱町 岡崎市◎ 大津市 摂津市◎ 河合町 呉市◎ 愛媛県 岡垣町◎ 別府市 浦添市

52 羽幌町 紫波町◎ 大江町◎ 行方市 川越市◎ 松戸市 箱根町 福井市 岐阜県 一宮市 彦根市◎ 高石市◎ 和歌山県 竹原市◎ 松山市 遠賀町 中津市◎ 名護市

53 美幌町◎ 大槌町 大石田町◎ 鉾田市◎ 熊谷市◎ 野田市 新潟県 敦賀市◎ 岐阜市 瀬戸市◎ 長浜市 藤井寺市 和歌山市 三原市 今治市 小竹町 佐伯市◎ 沖縄市

○９０７都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。 （令和７年３月３１日時点）
○このうち、６３６都市が計画を作成・公表。

令和７年３月３１日までに立地適正化計画を作成・公表の都市（黒字：６３６都市）。うち、防災指針を作成・公表の都市（黒太字◎：４３２都市）。

○○市 ○○市◎ ○○市立地適正化計画を
作成・公表済み

防災指針を含む
立地適正化計画を
作成・公表済み

立地適正化計画を
作成中・作成予定

凡例 合計 ９０７都市
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立地適正化計画の作成状況



都市におけるエネルギーの面的利用の目指す姿

国内におけるCO2排出量のうち、都市活動に由来するものは約5割となっており、カーボンニュートラルの実現に向けては都市部における
徹底的な省エネ及び非化石エネルギーへの転換が喫緊の課題である。
このため、エネルギーの面的利用と組み合わせた省エネと創エネ等への支援により、段階的な取組や先進的・総合的な取組を推進する
ことで、街区の防災性能の強化に加え、環境性能の強化を行い、ネット・ゼロ・エネルギー街区の実現を図る。

エネルギーの面的利用の推進

街区の
防災性の強化

ネット・ゼロ・エネルギー
街区化

街区の防災性の強化に加え、ネット・ゼロ・エネルギー街区化を進めることによりまちづくりGXの実現を目指す。
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エネルギー面的利用の導入効果

・災害時に電気・ガスどちらかが停止した場合でも、電気・熱
を継続的に供給することによる防災性の向上

・施設用途により異なるエネルギー需要やピークを平準化し、
エネルギー効率を向上させることによる環境負荷の低減

・CEMS(Community Energy Management System)
によるエネルギー需給バランスの最適化等のエリアのスマート化

コンパクトシティ形成との相乗効果

・複数用途ミックスに伴うエネルギーピークの平準化によるエネル
ギー効率の更なる向上

・都市機能の集積に伴うエネルギー需要密度の高度化によるエ
ネルギー効率の更なる向上

【コンパクトシティによる効果】

・防災性向上やエネルギーの地産地消による経済循環等で地
域活性化を促進

・「高齢者見守り」等の新たな取組みによる住民サービスの向上

【コンパクトシティへの寄与】
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コンパクトシティ形成とエネルギー面的利用の相乗効果



ホテル

商業施設

庁舎

病院

オフィス
文化施設

電気・熱のネットワーク
（未利用熱含む）

特定都市再生
緊急整備地域

熱導管・自営線

蓄熱槽、蓄電池

下水管

未利用熱取得

コージェネレーションシステム、
再生可能エネルギー施設

エネルギー供給

既存建築物
（指定公共機関等）

熱交換器・受変電設備

遠隔地の再生可能エネルギー施設

防災性に優れたＢＣＤの構築（イメージ）

国際競争拠点都市整備事業（国際競争業務継続拠点整備事業）

⚫ 大都市の業務中枢拠点において、世界水準のビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投資と人材を呼び込む ためには、我が
国、大都市の災害に対する脆弱性を克服していくことが必要

⚫ 災害に対する対応力の強化として、災害時の業務継続に必要なエネルギーの安定供給が確保される業務継続地区（BCD：
Business Continuity District）の構築が重要

⚫ 特定都市再生緊急整備地域における都市再生安全確保計画に基づくエネルギー導管等を、業務中枢拠点に広く整備が必要なイ
ンフラとして本格的に整備する観点から、国際競争拠点都市整備事業として支援

高度な防災拠点の形成
大規模地震発生時でも、 自立・分
散型のエネルギー供給ネットワークの構
築に より、各ビルの業務継続に必要
なエネルギー（電気・熱）を確保

○支援メニュー

国際競争拠点都市整備事業
（ハード整備等）

○道路の新設又は改築
○鉄道施設の建設又は改良
○バスターミナルの整備
○鉄道駅周辺施設の整備
○市街地再開発事業
○土地区画整理事業
○ＢＲＴの整備

公共公益施設整備型

○エネルギー導管等の整備

○大規模流通業務施設等の整備

流通業務拠点整備型
（国際競争流通業務
拠点整備事業）

ＢＣＤ整備型
（国際競争業務継続
拠点整備事業）

災害に対する対応力の強化として
業務継続地区（BCD）の構築が重要

都市再生安全確保計画に基づく
エネルギー導管等の整備を支援

令和７年度 国際競争拠点都市整備事業 予算額130億円の内数
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補助対象、補助事業者及び補助率

エネルギー導管等整備事業については、１事業計画当たりの国費交付上限額を２０億円とする

限度額

※3 原則として、国は各年度において地方公共団体が補助する事業に対して、予算の範囲内で補助するものとする
※4 民間事業者等への直接補助による支援の場合、補助基本額は補助対象事業費の23%
※5 民間事業者等への間接補助による支援の場合、補助基本額は補助対象事業費の23%の3分の2

以下を全て満たす事業
・特定都市再生緊急整備地域及び隣接する地域で実施される事業

  ・都市再生特別措置法に基づく都市再生安全確保計画に位置づけられた事業
  ・災害時の供給先に災害発生時の対応の拠点となる施設※1を含む地区で実施される事業
  ・エネルギーマネジメントシステムによりエネルギーの使用の合理化が図られる事業
  ・道路事業や都市開発事業等の基盤整備と一体的にエネルギー導管の整備を行う事業、
又は、既存建築物を更新・改修する際に既存のエネルギーネットワークに接続する場合、導管等整備を目的として公共空間の改編を要しない事業

※1 災害対策基本法に規定する指定公共機関（指定地方公共機関を含む）の施設、災害拠点病院、一時滞在施設

主な補助要件

事業名称 整備計画事業調査 エネルギー導管等整備事業

補助対象

エネルギー導管等整備事
業計画の策定及びそのた
めに必要となる調査に要
する費用

・エネルギー導管（熱導管、自営線、未利用熱を取得する導管）
・エネルギー貯留施設（蓄熱槽、蓄電池）
・エネルギー供給施設（再生可能エネルギー施設※2、コージェネレーションシステム等）
・既存の指定公共機関等の施設へエネルギー導管を接続するために必要となる設備（熱交換器、
受変電設備）

・都市再生特別措置法に基づく脱炭素都市再生整備事業に係る計画として国土交通大臣認定を受  
けた事業かつその他一定の要件を満たす場合は高度なエネルギーマネジメントシステム

・上記の付帯施設の整備に要する経費

※2 特定都市再生緊急整備地域内に再生可能エネルギー等を供給するための施設を特定都市再生緊急整備地域外に整備する場合も補助対象とする

補助
事業者

地方公共団体、法律に基
づく協議会（直接補助）

地方公共団体、都市再生機構、法律に基づく協議会（直接補助）※3、
民間事業者等（直接補助、間接補助）※4※5

補助率 １／２ ２／５
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※令和７年度より追加・拡充

国際競争拠点都市整備事業（国際競争業務継続拠点整備事業）
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